
温泉浴室設備機器保守点検業務仕様書 

（鹿児島市高齢者福祉センター東桜島） 

 

 この仕様書において、発注者とは社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会のことをいい、受注

者とは受託業者のことをいう。 

 鹿児島市高齢者福祉センター東桜島の温泉浴室設備機器保守点検業務に関する仕様の大要は

次のとおりとする。 

なお、受注者は現場の状況に応じて管理上必要と認められる業務で契約上合理的な範囲のも

のについては、この仕様書に記載されていない事項であっても信義に基づいて誠実に実施する

ものとする。 

 

１ 契約期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

２ 対象施設 

  （名 称）鹿児島市高齢者福祉センター東桜島 

（所 在 地）鹿児島市東桜島町７２０番地 

 

３ 機種 

 (1) 給湯ボイラー 

 (2) 温泉設備機器 

  ① ろ過機（３台） 

  ② 超音波装置（２台） 

  ③ 気泡装置（バイブラセット）（４台） 

  ④ 温泉タンク（２５㎥） 

⑤ 温泉高置タンク（３㎥） 

  ⑥ ポンプ類（１０台） 

 

４ 保守点検の内容 

保守点検の内容は下記のとおりとし、加えて、運転監視基準（別紙）の定めるところによ

り、実施日は発注者受注者で協議して定める。 

 

 (1) 受注者は、発注者が温泉浴室設備機器を円滑に運用できるように点検及び必要な修理調

整を行うものとする。 

点検等の内容は、次のとおりとする。 

 

  ① 給湯ボイラー定期点検 

   (ｱ) 炉内燃焼室清掃       （年１回－９月実施） 

   (ｲ) バーナー分解整備、点検   （年４回－６・９・１１・２月実施） 

   (ｳ) 各電気系統チェック     （年４回－６・９・１１・２月実施） 



   (ｴ) 防錆材ポリレ－ト投入    （年１回－９月実施） 

   (ｵ) 各燃焼調整         （年４回－６・９・１１・２月実施） 

   (ｶ) 密閉式膨張タンク圧力チェック（年１回－９月実施） 

 

  ② 温泉設備機器定期点検 

   (ｱ) ろ過機分解掃除           （年２回－９・２月実施） 

     ・起動状態・揚程・振動・騒音・過負荷・絶縁・グランド・ベアリング点検 

   (ｲ) 超音波装置点検調整         （年２回－９・２月実施） 

     ・起動状態・揚程・振動・騒音・過負荷・絶縁・グランド・ベアリング点検 

   (ｳ) 気泡装置（バイブラセット）点検調整 （年２回－９・２月実施） 

     ・起動状態・振動・騒音・過負荷・絶縁・ベアリング点検 

   

③ 温泉タンク定期点検 

   (ｱ) 温泉タンク（２５㎥）・温泉高置タンク（３㎥）の清掃及び定期点検 

（年１回－１１月実施） 

 

  ④ 配管の消毒   （年１回－２月実施） 

 

  ⑤ ポンプ類定期点検（年２回－９・２月実施） 

   (ｱ) 加圧給水ポンプ起動状態・揚水量・揚程・振動・騒音・過負荷・絶縁・制御盤点検

（ＰＵ－１）１台・メカシール・ベアリング・圧力タンク等ユニット内部点検 

   (ｲ) 給湯用１次・２次循環ポンプ起動状態・揚程・振動・騒音・過負荷・絶縁・メカシ

ール・ベアリング点検（ＰＨＷ－１・２） ２台 

   (ｳ) オイルポンプ起動状態・揚程・振動・騒音・過負荷・絶縁・グランド・ベアリング

点検（ＰＯ－１） ２台 

   (ｴ) 揚泉ポンプ起動状態・揚程・振動・騒音・過負荷・絶縁・グランド・ベアリング点

検（ＰＨＨ－１・２） ２台 

   (ｵ) 加温用循環ポンプ起動状態・揚程・振動・騒音・過負荷・絶縁・グランド・ベアリ

ング点検（ＰＳＷ－１） １台 

   (ｶ) 温泉貯湯タンク循環ポンプ（ラインポンプ）起動状態・揚程・振動・騒音・過負

荷・絶縁・メカシ－ル・ベアリング点検 １台 

 

 (2) 受注者は点検により不良部品、必要な修理箇所を発見したときは速やかに発注者に通知

し、発注者の指示に基づき必要な措置を講ずるものする。 

 

５ 報告書の提出 

  受注者は、保守点検業務終了後、速やかに報告書を発注者に提出するものとする。 

 

６ その他 

 (1) 保守点検業務に要する費用は、受注者の負担とする。 



 (2) 受注者は、この仕様書に記載のない事項であって、温泉浴室設備の運用及び配管の点検

並びに建物の管理上必要と認められる事項は、発注者の指示に基づき適正に処理するもの

とする。 

 (3) 受注者は、作業終了後の清掃及び後片づけは完全に行うものとする。 


